
 

○吉備中央町総合開発審議会条例 

平成16年10月1日 

条例第148号 

(設置) 

第1条 秩序と調和と活力のある町づくりを目指して、吉備中央町開発事業の調整に関する

条例(平成16年吉備中央町条例第147号)に係る事項又は振興計画等の樹立に必要な調査

及び審議を行うため、吉備中央町総合開発審議会(以下「審議会」という。)を設置する。 

(組織) 

第2条 審議会は、委員25人以内で組織し、別に定める構成団体等の中から町長が任命し、

又は委嘱する。 

(任期) 

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、その身分により委員に任命され、又は委嘱さ

れた者については、その身分に変更があったときは、退任するものとする。 

2 委員が欠けた場合において、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

(顧問) 

第4条 審議会に顧問を置くことができる。 

2 顧問は、学識経験を有する者から町長が委嘱する。 

3 顧問は、審議会に対し助言指導に当たる。 

(報酬及び費用弁償) 

第5条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、吉備中央町特別職の職員で非常勤のも

のの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)の定めるところに

よる。 

(委任) 

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町開発計画委員会条例(昭和40年加

茂川町条例第14号)、賀陽町振興計画審議会条例(昭和43年賀陽町条例第27号)又は賀陽町

地域開発審議会条例(昭和48年賀陽町条例第20号)の規定により審議会等がした処分、手

続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 



 

○吉備中央町総合開発審議会条例施行規則 

平成16年10月1日 

規則第177号 

(趣旨) 

第1条 この規則は、吉備中央町総合開発審議会条例(平成16年吉備中央町条例第148号)第6

条の規定に基づき、吉備中央町総合開発審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し

必要な事項を定めるものとする。 

(所掌事務) 

第2条 審議会は、吉備中央町開発事業の調整に関する条例(平成16年吉備中央町条例第147

号)に係る事項のうち町長が必要と認める事項、町が樹立する地域振興計画、農業振興地

域整備計画、山村振興計画その他これに類する各種計画について必要な事項を調査審議

する。 

(構成) 

第3条 審議会の委員は、次の団体等の中から町長が委嘱し、又は任命した委員をもって構

成する。 

町議会 

農業委員会 

商工会 

地域代表等 

(会長及び副会長) 

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選する。 

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

(会議) 

第5条 審議会は、会長が必要に応じ招集し、会長が議長となる。 

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

(専門部会) 

第6条 審議会に必要に応じて専門部会を置くことができる。 

2 部会に属する委員は、委員のうちから会長が指名する。 

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員が互選する。 

(庶務) 

第7条 審議会の庶務は、町長の定める機関が所掌する。 

(その他) 

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、平成16年10月1日から施行する。 

附 則(平成17年1月24日規則第2号) 

1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年2月1日から適用する。 

附 則(平成18年3月9日規則第21号) 



 

(施行期日) 

この規則は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。 


